
款 項 目 頁

□ 法定受託事務 □ 国府補助事業 □ 市単独事業 ☑ 内部庶務的事業 ☑ その他 （ ）

☑ 継続中 □ 廃止/休止 □ 他事業へ統合 □ 他事業を統合

☑ 直接実施 □ 業務委託 □ 指定管理 □ 補助金交付 □ その他 （ ）

単位あたりコスト 上段に含む 上段に含む 上段に含む

単位あたりコスト 3213 3591 2848

財政援助団体等監査、工事監査の実施 件 1/2 2 / 2 1 / 2

活動実績
（アウトプット）
実績／計画

指　　　標 単位 H30 R1 R2 R3 最終目標

定期監査の全課（かい）に対する実施率 ％ 100/100 100 / 100 100

/ 2 2

/ 100 100/ 100

/ 50 /

/ / /

H30 R1

実績金額 決算付属資料

50 25

R2 R3 最終目標

　Ⅳ　業績指標

成果実績
（アウトカム）
実績／目標

指　　　標 単位

23

トータルコスト
（予算執行額+概算人件費）

27,591 26,848 24,000 0

主な利用特財
（Ｎ－１年度実績値）

特財名称 種類

定期監査における指摘事項の減少 件 30/50 28 / 50

頁

概
算

人
工

①　従事職員数
　　　　   (正職員 / 嘱託職員)

3.00 / 0.00 3.00 / 0.00 3.00

決
算
情
報

/ 0.00 0.00 / 0.00

84.4% 75.3%

②　概算人件費 24,000 24,000 24,000 0

3,591 2,848 0 0

④　執行率

③　執行額

0

②　配当予算 4,254 3,784 0 0

①　流充用額 0 0 0

予算編成時記入
（3次公表時）

0

0 0 0

3,784

0 0 0

予
算
財
源
内
訳

①　一般財源 4,254 3,784 3,738

②　国支出金 0 0 0

③　府支出金

④　地方債 0 0 0

⑤　その他特財 0 0 0

3,738

③　繰越予算 0 0 0

前年度繰越

次年度繰越 0 0 0

小計（①～③） 4,254

予
算
情
報

①　当初予算 4,254 3,784 3,738

②　補正予算 0 0

報酬 1,932 識見監査委員、議選監査委員の報酬

　Ⅲ　予算執行状況
区　　　分 R1（評価前年度） R2（評価年度） R3（本年度） R4（要求年度）

役務費、使用料及び賃借料 135 電話・インターネット通信料、コピー機使用料等

主な支出に係る
業務内容と経費

支出に係る主な費目 支出実績（R2） 主な業務内容

需用費 549 加除式図書追録代、事務消耗品購入費

旅費

実施方法

委託先・実施主体等 ―

事業概要
（箇条書き）

・地方自治法に規定する財務事務監査及び行政監査（定期監査）、財政援助団体等の監査、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率・資
金不足比率に関する審査、例月現金出納検査等の実施。
・情報交換の機会を確保するとともに監査能力の向上を図るため、都市監査委員会等への加盟及び専門的研修会への参加。

125 監査委員費用弁償、研修会出張費

負担金補助及び交付金 107 加盟団体年会費、研修会参加負担金

関連事業 ―

　Ⅱ　事業基礎情報

事業目的
（あるべき姿）

財務会計行為を中心とした各種事務事業に対して、地方自治法に基づく監査・審査・検査を実施し、本市行政の適法性、効率性及び妥当性を確保
する。

対象者 ― 対象者数 ― 単位あたりコスト

根拠法令等 地方自治法、地方公営企業法等

事業区分 自治事務

R3現在の状況

計画期間 開始年度 昭和25年度 終了予定年度 令和3年度 関連計画名

会計 01 一般会計 決算付属資料06 監査委員費 01 監査委員費

―

104・106

施策体系 施策コード 010104 施策名 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

会計情報 事業コード 820153 02 総務費

福知山市 令和３年度事務事業評価シート （単位：千円）

　Ⅰ　事業属性
事業名 監査委員及び事務局一般事業

事業担当 所属 66010000 監査委員事務局　 所属長 大橋　和也

1



☐ 現状維持 ☐ 廃止/休止 ☐ 予算拡充 ☐ 予算縮減

☐ 他事業を統合 ） ☐ 他事業へ統合 ）

　Ⅶ　評価をふまえた次年度事業方針

担当課の
事業の見直し

及び
予算要求方針

方針区分 評価を踏まえた見直し内容

予算編成に記入
（3次公表時）

　Ⅷ　予算反映結果

予算反映結果
（統合事業名： （統合先事業名：

事業の目的及び
指標等の達成状況に
対する定性的評価

地方自治法の規定により監査等を実施し、実施結果については議会、市長等に報告書を提出するとともに、市ホームページ等に掲載することによ
り公表し適切な情報発信に努めている。指標等の達成状況については、本事業の中で計画をしていた監査等は概ね実施しており、指摘にいたる事
項の件数も増加には転じていない状況にある。

これまでの課題及び
今後の方向性

地方自治法に規定された自治事務であり、今後も効率的、効果的に監査等を継続して実施していく必要がある。専門的研修会への参加や近隣市と
の情報交換などにより、今後も監査機能のさらなる充実を図る。

　Ⅵ　二次評価（事業所属外による他部署評価）

事後評価コメント 事業評価実施後に記載（対象事業のみ）

効　率　性

・受益者との負担関係や単位あたり
  コストは妥当な水準か

○

・監査委員への報酬及び費用弁償は、本市条例に基づく適切な金額である。
・物品の調達などは必要最小限の支出に抑え、効率性を確保している。

・他の手段や方法とのコスト比較は
  十分行われているか

・コスト削減や効率化に向けた工夫が
  施されているか

有　効　性

・成果目標は理にかない、実績は適切に
  把握・測定されているか

○

・公正で合理的かつ効率的な行政運営確保のため、違法不正の指摘にとどまらず、指導等
を通じて業務の改善や人材育成にもつなげていくものである。

・活動実績は見込みに沿い、かつ
  投入資源に見合っているか

・先行事例の分析や外部資源の活用は
  十分行われたか

　Ⅴ　一次評価（事業担当所属内による自己評価）
項　　　目 評価の観点 評価 評価の理由

必　要　性

・市民や社会のニーズを的確に捉えた
  事業か

○

・地方自治法に規定された、監査委員が実施しなければならない又は実施することのできる
監査である。

・民間事業者や市民が自ら実施することの
  できない事業か

・目的・目標の達成手段として適切で、
  優先度の高い事業か

2 　　　　監査委員及び事務局一般事業


